
納付指導・相談チェック表 

 納税者の方が期限内に納付されるよう、納期限前のタイミングで納税額や納付の意思を確認

するなど、税理士の皆様からの納付指導をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 納付計画記載欄（納税者が記載してください） 

氏名（名称）  住所（所在）  

課 税 期 間   年 月 日～  年 月 日 税 目     税 税額          円 

１ 期限内に納付可能な金額           円（納付予定日  年  月  日） 

２ 残額についての納付計画           円（納付予定日  年  月  日） 

         円（納付予定日  年  月  日） 

（注）納付計画は、具体的な資金繰りの状況等を伺った上で、税務署において適否を判断しますので、提示を

受けた納付計画の再検討を求める場合があります。 

◎ 確定申告（納期限）前の納付指導

□１ 納税者に納税額と納期限（振替期日）を早期に知らせた。 

・ 納税者の方が、余裕をもった資金手当てが可能となるよう、早めのお知らせをお願いします。 

・ 個人の納税者への説明には、リーフレット「納付の期限等のお知らせ」をご活用ください。 

□２ 納税者に納税の見込みと納税の方法を確認した。 

 ・ 納税の見込みの確認を通じて期限内納付を指導いただくとともに、振替納税やダイレクト納付 

など便利な納付方法についても推奨をお願いします。 

◎ 期限内納付が困難な場合の納付指導

□３ 納税者に納税が期限後となる場合のデメリットを説明した。 

・ 説明には、リーフレット「国税を期限内に納付できない場合には」をご活用ください。 

□４ 納税者に税務署（徴収担当）へ早期に納付相談へ行くよう指導した。 

・ 納付相談に当たっては、あらかじめ、具体的な納付計画を検討するよう指導願います。 

・ 納付計画の検討に当たっては、最近の事業状況を反映した資金繰り表の作成が有効です。 

□(1) 納付相談に当たり、猶予制度の利用を推奨した。 

 ・ 猶予制度の説明には、リーフレット「国税を一時に納付できない方のために猶予制度がありま

す。」をご活用ください。 

 ・ 猶予申請書等は、国税庁ホームページ（税の情報・手続・用紙→納税・納税証明書手続→納税に

関する総合案内（３．②猶予制度の概要・申請方法））から入手できます。 

□(2) 猶予制度によらずに短期に分割納付(おおむね３月以内)する場合は、 

以下に具体的な納付計画を記載した上で、納付相談するよう指導した。 

 ○ 税理士の方は、指導事項をチェックの上、期限内納付が困難と見込まれる納税者の方に 

は、このチェック表を持参して税務署に納付相談に行くよう指導をお願いします。 

国税庁 

　　　　【資料４】


